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学校における働き方改革の取組みについてのご協力のお願い 

 

保護者の皆様にはますます御清祥のことと、お喜び申しあげます。 

日頃より、本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

本校で、教員が子どもたちと向き合う時間を確保するとともに、働き方改革のより一層の取組みを進めること

となりました。 

大阪府教育庁から、「業務時間外の電話対応」や「保護者の皆様への連絡方法」などに関する取扱いが示された

こともあり、このたび、下記のとおり、「業務時間外の電話対応」、「電話以外の方法による欠席連絡」、「保護者の

皆様への文書配付のデジタル化」、｢学校閉庁日の拡大｣などについて令和 5年 4月より取り組むことといたしまし

た。これらの取組みにより、ご不便をおかけするかもしれませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

１．電話受付時間について 

本校における電話受付時間は、平日午前８時 30分～午後５時 00分までといたします。 

※寄宿舎電話番号への電話については従来どおり受付を行います。 

土・日・祝の終日と平日午後５時～翌朝８時３０分の間に緊急連絡等が生じた場合は、現在、平日夜間・休日

に利用している新型コロナウイルス感染症連絡電話をご使用ください（ショートメッセージでも可）。担当教頭が

対応します。 

幼稚部、小学部、中学部      ０８０－３６０６－７０６７   （担当 吉岡教頭） 

高等部、寄宿舎          ０８０－３６０６－８１７１   （担当 西田教頭） 
 
２．さくら連絡網による欠席・遅刻等の連絡および健康チェックについて 

欠席・遅刻等のご連絡は、さくら連絡網のマイページ「学園へ連絡」からお願いします。 

健康観察は、マイページ「健康チェック」から送信してください。 

さくら連絡網による連絡は、上記電話受付時間に限らず行うことができます。 

未登録の方は、必ず登録をお願いいたします。登録についてお困りの際は、担任までご相談ください。 
 
３．保護者の皆様への文書配付のデジタル化 

令和５年４月１０日（月）から、保護者の皆様への文書の配付を、原則さくら連絡網で行います。 

配付文書についてはご家庭での閲覧のみとし、適切に扱っていただけますようお願いいたします。 

なお、文書配付が適当な文書につきましては、従来どおり紙での配付といたします。ご理解をお願いします。 

 

４．学校閉庁日の拡大 

令和５年度から、学校閉庁日が夏季５日・冬季６日となります。 

夏季及び冬季休業期間中の学校閉庁日が拡大されます。学校閉庁日には、原則、幼児・児童・生徒の登校及び

部活動を禁止し、学習指導、進路指導、証明書発行等の業務を休止することになります。 

 

５．全庁一斉定時退庁日の取組 

令和５年度から、毎週１回、教職員が定時（午後５時）に退庁する日を設定します。本校は毎週火曜日に実施し

ます。 

その日は、生徒は遅くとも午後４時４５分までに下校します。ご理解ご協力のほど、お願いいたします。 

 

上記１～３について、ご意見ご質問がございましたら、担任までお知らせください。 

 

 【本件に対する問い合わせ先】大阪府立中央聴覚支援学校 TEL：06-6761-1419  FAX：06-6762-1800 

幼稚部・小学部・中学部 教頭 吉岡 利浩 / 高等部・寄宿舎 教頭 西田 宜弘 


